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令和８年度山形村の監査計画 

令和８年(2026 年)２月２４日 監査委員策定  

 

 山形村監査委員監査基準（令和２年山形村監査委員告示第３号）第７条第１項の規

定により、令和８年度山形村の監査計画を次のとおり定めるものとします。 

 なお、同条第２項の規定により、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとし

ます。 

 

１ 基本方針 

   山形村の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効

率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資するために、監査委員が

行うこととされている監査、検査、審査（以下「監査等」という。）その他の行

為を、山形村監査委員監査基準に準拠して実施します。 

   本年度の重点項目及び方向性は、次のとおりです。 

⑴ 社会・経済情勢や村の各種環境に着眼し、村民の視点に立った柔軟な思考で、

監査等の充実、質の向上を図ります。 

⑵ 監査等の結果又は意見に対する措置状況を、継続的に検証、フォローアップに

取り組み、監査機能の強化・充実に努めます。 

⑶ 監査等の結果又は意見及び講じた措置の内容に関する情報を、村民に分かりや

すく提供し、透明性・信頼性の確保の歩みを進めます。 

 

２ 監査等の概要 

【監査】 

⑴ 定期監査（財務監査） 

根拠法令 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第 

１９９条第１項及び第４項 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、 

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め

ているか監査します。 

監査の対象機関等は、次のとおりです。 

総務課 企画振興課 税務課 住民課 保健福祉課 子育て支援課  

産業振興課 建設水道課 会計室        … 村長事務部局８課１室 

議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 

教育委員会事務局                 … 委員会等５事務局 

⑵ 行政監査 

根拠法令 法第１９９条第２項 

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。 

行政監査は、定期監査（財務監査）と併せて総合的、一体的に実施します。 

⑶ 財政援助団体等監査 

根拠法令 法第１９９条第７項 

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団

体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の

施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の

執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。 

本年度の監査の対象団体等は、次のとおりです。 
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区 分 対 象 団 体 所 管 課 

補助金交付団体 

 

山形村商工会  産業振興課 

  山形村観光協会 

【検査】 

⑷ 例月出納検査 

根拠法令 法第２３５条の２第１項 

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。 

検査の対象は、次のとおりです。 

一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、公営企業会計及び基金に関する 

現金、預金、一時借入金等の出納と保管状況 

【審査】 

⑸ 決算審査 

根拠法令 法第２３３条第２項 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項 

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。 

審査の対象会計は、次のとおりです。 

一般会計 国民健康保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計             … 一般会計及び３特別会計 

水道事業会計 清水高原簡易水道事業会計 下水道事業会計             

… ３公営企業会計 

⑹ 基金運用状況審査 

根拠法令 法第２４１条第５項 

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効 

率的に行われているか審査します。 

審査の対象基金は、次のとおりです。 

土地開発基金                       … １基金 

⑺ 健全化判断比率等審査 

根拠法令 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

９４号）第３条第１項及び第２２条第１項 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。 

【その他の監査】 

⑻ 請求又は要求による監査、随時監査等 

根拠法令 法令の規定による監査 

⑴から⑺までに掲げる監査等のほか、法令に基づく請求又は要求による監査

及び監査委員の必要があると認める監査については、適切かつ機動的に対応し

ます。 

【実施体制等】 

⑼ 監査等の実施体制及び方法 

    原則として、監査委員２人及び監査委員事務局の職員２人の実施体制をもっ

て、監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整して、監査等の資料に

基づき対象機関等から説明聴取、実地及び書面により監査等を行います。 

 

３ 監査等の結果又は意見の報告提出、公表等 

⑴ 是正又は改善を要する事項等 

  監査等の結果、是正又は改善が必要であると認められる事項等は、次のとお

り区分して整理、記載します。 
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区 分 内  容 

指摘事項 著しく適正を欠くと認められ、是正又は改善を求めるもの 

要望事項 事務事業の改善を要する事項で、検討等を求めるもの 

意見 組織及び運営の合理化その他から、必要があると認めるもの 

勧告 特に措置を講ずる必要があると認めるもの 

口頭指示 比較的軽易なもの、軽微な事項等 

⑵ 監査等の結果又は意見の報告提出 

①  監査 監査の結果に関する報告及び報告に添えてその意見を決定、作成し、

議会、村長及び関係のある委員会又は委員並びに財政援助団体等の長に速やか

に提出します。 

  報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項については、勧告す

ることができるものとします。 

② 検査 検査の結果に関する報告を決定、作成し、議会及び村長に速やかに提

出します。 

  議会への例月出納検査の結果報告は、１月分から３月分は第２回議会定例会、

４月分から６月分は第３回議会定例会、７月分から９月分は第４回議会定例会、

１０月分から１２月分は第１回議会定例会で報告します。 

③ 審査 村長から付された決算等の審査を終了したときは、その審査に係る意

見を決定し、村長に速やかに提出します。 

⑶ 監査等の結果又は意見の公表 

監査等の結果又は意見の公表については、山形村公告式条例（昭和４１年山

形村条例第５号）の例により行います。 

村のホームページの利用及びその他の方法も検討のうえ、村民に積極的かつ

分かりやすく公表し、村民の信頼確保に寄与するように努めます。 

⑷ 監査等の結果又は意見の講評、意見交換等 

監査等の結果又は意見から、必要があると認められる場合は、課長等の出席

を求め、監査等の結果又は意見について講評するものとし、全ての対象機関等

における情報の共有化を図るとともに、事務事業の適正な執行を促します。 

  重要と認められる事項等については、柔軟に適宜、対象機関等と意見交換又

は協議を行うものとします。 

 

４ 監査等の実施予定 

   本年度の監査等の実施予定は、実施時期・報告提出及び公表時期について、別

表のとおりです。 

 

５ 措置内容の公表、検証等 

   監査等の結果に関する報告又は審査意見を提出した者等から、措置の内容の通

知を受けた場合は、監査等の結果又は意見の公表と同様に、当該措置の内容を公

表します。 

   監査等の結果に関する報告又は審査意見を提出した者等に、適時、措置状況の

報告を求めるよう努めます。 

   監査等の結果又は意見に基づく措置が適切になされているかを把握、確認する

とともに、前年度等の是正又は改善を要する事項等に対する措置状況の検証、フ

ォローアップも行うものとします。 
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別表（４監査等の実施予定関係） 

 

区 分 実施時期 報告提出及び公表時期 

定期監査(財務監査) 令和８年 ３月～ ４月 令和８年 ５月 

行政監査    １１月～１２月 １２月 

財政援助団体等監査 令和９年 ２月～ ４月 令和９年 ５月 

例月出納検査 毎月２２日          ＊1  

 令和８年 ４月２２日（水） 令和８年 ４月 

      ５月２２日（金）＊2 ５月 

      ６月２２日（月） ６月 

      ７月２２日（水） ７月 

      ８月２４日（月）＊3 ８月 

      ９月２４日（木） ９月 

     １０月２３日（金） １０月 

     １１月２４日（火） １１月 

 １２月２２日（火）＊2 １２月 

 令和９年 １月２２日（金） 令和９年 １月 

 ２月２２日（月） ２月 

 ３月２３日（火） ３月 

決算審査 

令和８年 ６月～ ８月 

審査意見 

基金運用状況審査 令和８年 ８月 

健全化判断比率等審査 公表    ９月 

その他の監査 随時 随時 

監査等の結果又は意見に基づき（監査等の結果又は意 

見を参考として）村長等が講じた措置の内容 
随時 

  

＊1 例月出納検査は、山形村監査委員条例（令和４年山形村条例第２７号）第

９条の規定により、毎月例日に行います。 

＊2 例月出納検査実施の際に、定期監査等の結果について講評します。 

＊3 例月出納検査実施の際に、決算審査等の意見について講評します。 


